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平成２２年度予算編成について 

 
本組合においては、その事業運営の主な財源は構成市の負担金であり、依然、地方の行財政

を取り巻く環境は厳しいものであることを十分認識し、今後とも負担金の軽減に努めるものと

する。 
また、適切な施設の管理運営を図っていくものとし、平成２２年度予算編成においては、次

の事項に留意して予算編成をするものとする。 
 
１．適正かつ効率的な事務事業推進と歳入の適正化 
組合事務事業の必要性や費用対効果等を十分精査、検証し、事業内容の見直しや事務の合理

化に努め、適正な予算編成を図るとともに経常経費は縮減するものとする。 
また、歳入においては、適正かつ合理的な確保に努め、使用料及び手数料等については、受

益者負担原則の適正な料金設定と利用率の向上に努めるものとする。 
 

２．広域的な行政課題への対応 
平成２２年度は、第４次広域圏計画（後期計画）の最終年度であるが、昨年末に総務省から

出された「広域行政圏施策の廃止」を受けて、現在、広域行政の今後のあり方を検討している

ところである。まだ結論には至ってないが、検討内容を踏まえたうえで、地方分権の推進に伴

う新たな広域的課題に対応した予算編成に努めるものとする。 



＜共通事項＞  

 歳入 

１．使用料、手数料については、受益者負担の原則に基づき、対象事務事業に要する経費を賄

うに足りる適正な額となるよう、積極的に適正化の措置を講ずること。 

２．国・県支出金のほか、事業ごとの補助制度を十分に研究し、確実に計上すること。 

３．各科目を通じ過大見積りを避け、歳入欠陥とならないよう適正な財源確保に留意すること。 

４．組合分担金及び繰越金についても各施設で計上すること（繰越金については、極力抑える

ものとする）。 

５．組合分担金については、平成２１年度予算額より増額にならないようにすること。（増額

になる場合は理由書を提出（様式は任意）） 

  

歳出 

１．地方自治法第２１０条の総計予算主義の原則を遵守すること。 

２．安易な流用や追加補正を極力避けるため、歳出科目や管理運営費などの経常経費等歳出全

般にわたり十分精査すること。 

３． 多額の経費を要する看護学校の施設整備は、平成２０年度に策定した、中長期整備計画

を参考に必要最小限を計上すること。 

４．広域圏計画（実施計画）で示された施策及び事業については、実施に向けて十分な検討を

し、予算に反映させるとともに、施設としての方針を明確にしておくこと。 

５．派遣職員の人件費については、総務企画課において一括計上する。 

  嘱託職員の人件費については、今年度の単価で計上すること。 

６．臨時職員（一般）については、今年度と同様の日額、通勤運賃（２ｋｍ以上）日額単価で

積算すること。 

７．自動車、建物等保険料については、別添参考資料にて計上すること。 

８．不要・不急の事務事業の削減及び事務事業の合理化など創意工夫により、時間外勤務手当

の削減に努めること。 

９．経常経費については、過去の執行状況に基づいて不用額の多いものは精査し計上すること。 

10．各種消耗品の使用節減及び電気、水道等光熱水費の使用抑制に努めること。 

11． 経費の削減となるものは民間等への委託についても積極的に検討し、委託する場合には、

必要最小限で見積もることとし、安易に随意契約としない。 

12．ガソリン、プロパンガス等燃料費の単価については、最終的に事務局で一括修正するので、

原則現時点での実績単価を使用すること。 

13．旅費については、出張の必要性、人員等に十分配慮すること。 

14．報償費のうち委員謝礼については、基準に従い予算計上すること。 

15．食糧費については、極力削減に努め、飲食については極力行わないものとし、やむを得ない場

合のみとすること。 



  

補正予算 

１．１月補正は、人件費関係、契約差額、不執行による不用額、２１年度の繰越金等の補正と

なるため、下半期の事業執行についても歳入、歳出を適正に見積り補正額を把握すること。 

２．歳入歳出ともに節単位で、予算現額と決算見込額の差が２０万円以上のものは補正対象と

する。 

 

＜予算見積書の提出＞ 

  提出期限  平成２１年１０月２７日（火） 

  提出書類  ・予算見積書類（作成要領参考） 

   ・平成２１年度執行率調書兼決算見込（別紙様式、６部+ファイル提出） 

        （必要に応じ、決算見込説明資料を添付のこと） 

  提出部数  ６部 

 

※平成２１年度補正予算についても上記のとおりとする。 

※平成２２年１月議会において条例の改正等がある施設は条例関連資料も提出してください。 

 

 

＜ヒアリング日程＞ 

  平成２１年１１月１０日（火） 総合庁舎 ５階 広域組合事務室 

        ９：３０～  東濃看護専門学校事業特別会計 

       １３：１５～  少年センター事業特別会計 

       １５：３０～  視聴覚ライブラリー事業特別会計 

  ふるさと活性化基金特別会計 

一般会計 

 

 

※平成２１年度補正予算についても上記日程の時間内に実施する。 


